
　　　

　現況地盤の試掘調査を実施し、既設路盤がセメント安定処理路盤であることが確認さ
れており、路上路盤再生工による施工が不可となっている。試掘調査や代替の工法選
定に不測の日数を要しており、工期内での施工が困難となったことから工期を延長す
る。また、３月議会で繰越明許が議決されたことから工期を変更するものである。

変 更 の 理 由

大館市川口字横岩岱６３－１

契 約 者 住 所 氏 名 佐藤建設株式会社

代表取締役 佐藤　志津子

変更後の請負代金額 26,730,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和5年10月5日 ～ 令和6年6月28日

変更前の請負代金額 26,730,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和5年10月5日

変 更 契 約 締 結 日 令和6年3月28日

変 更 前 の 工 期 令和5年10月5日 ～ 令和6年3月29日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 市道越山線道路補修工事　05-51DH-32

工 事 場 所 大館市岩瀬字越山　地内ほか


